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直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550

高齢介護課（高齢支援係）　☎337－3113

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550　
福祉総務課（福祉係）　☎337－3116

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金に関するお知らせ

平成26年6月2日（月）より「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の専用コールセンターを開設します。
どちらの給付金のお問い合わせについても、平日の午前9時から午後5時30分までに上記の番号までお願いします。

専用コールセンターを開設します（電話072ー 349ー 3201）

●受付開始日　7月1日㈫（10月1日㈬受付終了）
●支給開始予定日　　8月下旬ごろから申請・受付時期

※ご注意　○現段階では、申請の手続きなどは必要ありません。どちらかの給付金の対象となる可能性がある人に
は6月末にご案内と申請書を送付します。ただし、申請書が届いた人すべてが支給対象になるとは限りません（申請
をいただいてから審査があります）。
○「臨時福祉給付金」・「 子育て世帯臨時特例給付金」を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

対象者診断チャート
基準日は平成26年1月1日になります

生活保護を
受けていま
すか

平成26年度
分の市・府民
税は課税され
ていますか

平成26年度分
の所得で住民税
が課税されてい
る世帯の扶養家
族に入っていま
すか

加算対象の
基礎年金・児
童扶養手当な
どを受給して
いますか

臨 時 福 祉

臨時福祉給付金
の支給対象者と
なる可能性があ
ります（1万円）。

   対象ではありません
※保護基準の改定で消費
税の負担に対応します

対象ではありません

臨 時 福 祉
臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可能性があります
（加算を含む1万
5千円）。

子育て世帯
子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者
となる可能性があり
ます（対象児童1人
につき1万円）。

平成 26 年 1月分の児
童手当などを受給して
いますか（中学生以下
の児童がいますか）。

平成 25 年中の所得は
制限額以下ですか（下
表 1の児童手当所得制
限額以下ですか）。

いいえ いいえ いいえ いいえ

はいはいはい はい

いいえ

はい はい

いいえ

※所得税法に規定す
る老人控除対象配偶
者または老人扶養親
族がいる方は限度額
（所得額ベース）は、左
表の額に当該老人控
除対象配偶者または
老人扶養親族1人つき
6万円を加算した額。
※扶養親族等の数が6
人以上の場合の限度
額（所得額ベース）は、

5人を超えた1人につき38万（扶養親族等が老人控除対象配偶者ま
たは老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額。※医療費
控除など、別途控除されるものもあります。

扶養親族
などの数
1人
2人
3人
4人
5人

所得制限
限度額　
660万円
698万円
736万円
774万円
812万円

収入額
の目安
875.6万円
917.8万円
960.0万円
1002.1万円
1042.1万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計
算していますので、ご注意ください。

児童手当　所得制限限度額
▼表1

基準日（平成26年1月1日）の翌日以降に引っ越し
た場合の給付金の受け取りはどうなりますか？
今回2つの給付金は基準日（平成26年1月1日）時点で住
民票のある市町村から給付金が支給されます。具体的
な申請期間や手続きについては、基準日時点でお住ま
いの市町村にお問い合わせください。

基準日（平成26年1月1日）以降に生まれた人や亡
くなられた人は給付金の対象になりますか？
臨時福祉給付金の場合、基準日（平成26年1月1日）の翌
日以降に生まれた人は対象となりません。また、基準
日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた人も、
対象にはなりません。なお、子育て世帯臨時特例給付
金については、基準日の翌日以降に生まれた児童は対
象外です。また、基準日から支給決定がされるまでの
間に亡くなられた児童も、対象にはなりません。 ●問合せ　  臨時福祉給付金　福祉総務課

子育て世帯臨時特例給付金　子ども未来室（家庭支援係）

●
松
原
市
元
希
者
商
品
券
の

　
　
　
　
　
　
支
給
に
つ
い
て

　　

高
齢
者
に
対
し
敬
老
の
意
を
表
し
、
そ

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
経

済
お
よ
び
本
市
内
商
店
街
の
活
性
化
と
高

齢
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
松
原
市
元
希
者
商
品
券
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
の
対
象
と
な
る
人
は
広
報
ま
つ
ば
ら

７
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　
高
齢
介
護
課

げんきもん

松原市元希者商品券取扱
加盟店を募集します

　市では、松原商工会議所・松原市商店会連合会および松原
市小売市場連絡協議会と連携協力して、松原市元希者商品券
の使用ができる取扱加盟店を次のとおり募集します。
　高齢者福祉の増進および地域商業の活性化にご協力をいた
だける市内事業者の登録をお願いします（取扱加盟店からの
協力負担金はありません）。
◇加盟店資格　加盟店の範囲については、市内において小売・
飲食・サービス業など（業種は問わない）を営む事業者とし、
次の事業者は除きます。
▶風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和
23年法律第122号）第2条に規定する営業を行うもの
▶特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良
俗に反する営業を行うもの
▶店舗面積1000平方メートル以上の大規模小売店舗を営業
するもの
▶その他、本事業の目的に照らして不適当と判断するもの
◇新規登録方法　所定の申請書に必要事項を記入の上、松原
商工会議所へ申請してください。申請書は商工会議所に備え
ています。また、市と商工会議所のホームページからダウン
ロード（6月中旬予定）もできます。
◇申請期間　6月25日㈬～7月31日㈭（土・日・祝日は除く）
午前9時～午後5時
◇問合せ　松原商工会議所（☎331－0291）

げ
ん
き
も
ん

松
原
市
元
希
者
商
品
券
の
お
知
ら
せ

●
取
扱
加
盟
店
募
集
説
明
会
を

　
　
　
　
　
　
　
実
施
し
ま
す

　
直
接
左
記
事
務
局
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

と
き　
６
月
26
日
㈭
・
７
月
２
日
㈬
・
９

日
㈬　
午
後
２
時
〜
３
時

と
こ
ろ　
松
原
商
工
会
議
所
２
階
事
務
局

問
合
せ　
松
原
商
工
会
議
所（
☎
３
３
１
・

０
２
９
１
）

　 「ふるさと寄附金」は、生まれ育った地域に限らず、
『素晴らしい歴史や自然を有する地域』や『温かいもて
なしをしてくれた人々が暮らす地域』『将来暮らしてみ
たい地域』など、皆さんがおもいのある地域を選んで
「寄附金」の形で応援していただくと住民税や所得税が
軽減される制度です。
　 “ふるさとまつばら”を応援したい、“ふるさとまつ
ばら”に貢献したいという皆さんのおもいを「寄附金」
という形にしてお寄せください（Ｐ24に関連記事）。
　 「ふるさと寄附金」の使い道は、応援してくださる
皆さん自身がお選びいただけるよう6つのメニューを
用意しました。
　　公共施設整備に関する事業
　　文化振興に関する事業
　　子育て支援に関する事業
　　福祉に関する事業
　　緑化に関する事業
　　その他（事業の指定なし）　

　平成25年度の「ふるさと寄附金」の状況については
下記のとおりです。合計15,495,700円のご寄付をい
ただきました。ありがとうございました。
●問合せ　企画政策課
番号 使途の種類 件数 金額

公共施設整備に関する事業
文化振興に関する事業
子育て支援に関する事業
福祉に関する事業
緑化に関する事業
事業の指定をしない

1
2
3
4
5
6

3 件

4件
7件
1件
18件

150,000 円
15,015,700 円

280,000 円
10,000 円

合計 33件 15,495,700 円

40,000 円

1
2
3
4
5
6

ふるさと寄附金にご協力をお願いします

　1回につき1万円以上ご寄付いただいた人に、年度内に1回、感謝の気持
ちを込めて、市よりお礼の品をお届けしています。
　お礼の品は下記の7品です（松原市で製造・生産されたものやPRできるも
のを選定）。
■「手づくりの半生菓子の詰め合わせ」　 ■「粉もん詰め合わせ」
■「銘茶セット『柔味（やわらみ）』」　　   ■「おくさま印　お楽しみセット」
■「3次元立体設計ソックス『3DSOX』」　■「ヤマゲン菓子詰め合わせ」
■「はーとぴあセット」　　　※詳細はホームページをごらんください。

ご協力を
お願いします



　保険料の納付義務者は誰ですか？

　住民票の世帯主です。
　世帯主が国民健康保険加入者でない場合は、保険料
には世帯主の分は含まれませんが、世帯の生計を維持
している世帯主が納付義務者となります。

　国民健康保険に加入するために必要なものは何ですか？

　以前加入していた健康保険の資格喪失証明書が必要
です。
　日本の健康保険は国民皆保険制度なので、無保険の
期間を作らないために以前加入の保険が何月何日に喪
失しているのか確認する必要があります。
　その他に印鑑、当日保険証の窓口交付を希望される
場合は身分証も必要です。

　職場の健康保険に加入した場合、手続きが必要ですか？

　必要です。
　印鑑と国民健康保険証、勤務先の保険証を持参し、
国民健康保険脱退の手続きを行ってください。加入先
から保険年金課への連絡はありませんので、必ず14日
以内に届出をしてください。そのままにしておくと保
険料がかかり続けてしまいます。
　

　また、資格の切れた国民健康保険証を使用した場合は、
国民健康保険で負担した医療費を後で返していただく
ことになります。
　勤務先の健康保険を脱退した時や他の市区町村から
転入した時、他の市区町村へ転出する時なども、必ず
14日以内に保険年金課へ届出をしてください。

　加入や脱退をした場合、保険料はどうなりますか？

　保険料は月割で計算します。
　加入の場合、加入した月から保険料がかかります
（届出日が納付期限から10日以内の場合、当月の保険料
は翌月以降の保険料と併せて請求されます）。
脱退の場合、脱退した月の前月分までの保険料がかか
ります。

　納付の相談がある場合はどうしたらいいですか？

　収納窓口にて納付相談を行っています。
　平日の来庁が難しい場合は、毎月第4日曜日（12月は
第3日曜日）午前10時から午後5時まで開庁していますの
で、ご利用ください。

●問合せ　保険年金課

8

広
報
ま
つ
ば
ら

18

広
報
ま
つ
ば
ら

19

1819 2014.6

広報 まつばら

2014.69

広
報
ま
つ
ば
ら

18

広
報
ま
つ
ば
ら

19

1819 2014.6

広報 まつばら

2014.6

ニュース
松　原

情　報
ひろば

労　働
税

各種相談

地域交流

スポーツ

図書館

講　座
イベント

子育て
応援
コーナー

HANNAN
×

ＰＲＥＳＳＭＡＣＫＥＹ

歴　史
ウォーク

みんなの
広　場

イベント
ガイド

環　境

相　談
教　育

健　康

上下水道
子育て

消費生活

人　権
福　祉

まちづくり

安　全

催　し
ぼっくす

保険年金
その他

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550

保険年金課（保険係）　☎337－3123　福祉総務課（福祉係）　☎337－3116

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550　
課税課（市民税係）　☎337－3120　納税課　☎337－3122　

松原市議会第２回定例会が
始まります

６
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す

 
市
・
府
民
税
納
税
通
知
書

　
平
成
26
年
度
の
市
・
府
民
税
は
、
平
成

25
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
に
所
得
が
あ

り
、
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

在
住
ま
た
は
事
務
所
な
ど
を
有
す
る
人
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　
会
社
に
勤
め
て
い
る
人
な
ど
は
原
則
給

料
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
以
外

の
人
に
は
納
税
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
に

つ
い
て
は
納
税
通
知
書
の
送
付
が
６
月
中

旬
に
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

市
税
の
納
付
は
期
限
内
に

●
市
・
府
民
税
の
納
期
限

▼
第
１
期　
６
月
30
日　

▼
第
２
期　
９
月
１
日　

▼
第
３
期　
10
月
31
日

▼
第
４
期　
12
月
22
日　

　
納
期
限
ま
で
に
お
近
く
の
金
融
機
関
、

郵
便
局
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
必
ず
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

重
複
納
付
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
納
付
書
は
、
全
期
前
納
用（
赤
色
１
枚
）

と
期
別
納
付
用（
第
１
期
か
ら
第
４
期
ま

で
）を
送
付
し
ま
す
。

　
全
期
分
を
前
納（
一
括
納
付
）す
る
人
は
、

全
期
前
納
用（
赤
色
１
枚
）
で
納
付
し
て
、

残
り
の
期
別
納
付
用
は
重
複
納
付
を
防
ぐ

た
め
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
ご
利
用
が
便
利
で
す

　
市
税
の
納
付
は
口
座
振
替
の
ご
利
用
が

便
利
で
す（
Ｐ
15
に
詳
細
記
事
）。
口
座

振
替
の
手
続
き
は
納
税
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

▼
課
税
課（
税
金
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
）

▼
納
税
課（
口
座
振
替
の
手
続
き
や
納
付

に
関
す
る
こ
と
）

あ
り
が
と
う　

義
援
金

東
日
本
大
震
災

総
額 　
８
１
９
２
万
７
２
１
５
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
赤
十
字
社
・
共
同
募
金
会
）

　6月10日以降の詳しい日程は、議会運営委員会で協議され、そ
の結果はホームページでご覧いただけます。
　本会議場の傍聴席は60席で、傍聴手続きは議場傍聴入口にあ
る受付簿に住所と氏名を記入していただく
だけです。
　市議会の傍聴は、松原市政を知る良い機
会です。傍聴はどなたでもできますので、
ぜひ、傍聴にお越しください。
●問合せ　議会事務局

●6月5日㈭　議会運営委員会
●6月9日㈪　第2回定例会招集日

　
東
日
本
大
震
災
義
援
金
に
つ
き
ま
し
て
、
日
本
赤
十
字
社
の
受
付

期
間
が
平
成
27
年
３
月
31
日
㈫
ま
で
延
長
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
引
き
続
き
皆
さ
ん
か
ら
の
温
か
い
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
福
祉
総
務
課

（
平
成
26
年
４
月
４
日
現
在
）

教え
て！ 国民健康保険の ＆

ご利用
くださ

い！

国民健康保険は、病気やけがをした時に安心して医者にかかることができるように、日ごろからお金を
出し合い、みんなの助け合いで成り立つ社会保障制度です。

公的年金からの

特別徴収（天引き）に
ついて

　65歳以上（平成26年4月1日現在）の人の年金所
得に係る市・府民税の納税方法が変わる場合があ
ります。

　特別徴収（天引き）の対象者で1年目の人の特別徴
収（天引き）の開始は、平成26年10月支給分の年金
からとなります。そのため、平成26年度に係る市・
府民税の半分については、平成26年6月と8月に普
通徴収（納付書による金融機関、郵便局、ゆうちょ
銀行、コンビニエンスストアなどでの納付、口座
振替）により納めていただくことになります。
　また、残りの半分については平成26年10月以降
に支給される年金から特別徴収（天引き）させてい
ただきます。年金特別徴収の対象者で2年目以降の
人は平成26年4月以降に支給される年金から引き
続き特別徴収（天引き）されます。

●対象
　
　平成26年4月1日現在、65歳以上の公的年金を
受給している人
※特別徴収の対象となる老齢基礎年金などの年額
が18万円未満の人や介護保険料が年金から特別徴
収されていない人は対象外。

●特別徴収の対象となる公的年金
　
　老齢基礎年金など
　（遺族年金や障害年金は対象外）

●特別徴収される個人市・府民税額
　
　年金所得の金額から計算した市・府民税額です。
給与所得や事業所得などの金額から計算した市・
府民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収
や、納付書などで納めていただくことになります。

問合せ　課税課
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６
月
は
食
育
月
間
で
す

●
主
食
、
主
菜
、
副
菜
を

　
　
　
　
そ
ろ
え
て
食
べ
よ
う

　　

野
菜
の
１
日
の
摂
取
量
の
目
安
は

３
５
０
ｇ
で
す
。
副
菜
５
皿
で
３
５
０
ｇ

食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550

地域保健課　☎337－3125　☎337－3126

●
朝
食
を
食
べ
よ
う

　　
20
〜
30
歳
代
男
性
の
３
〜
４
人
に
１
人

が
朝
食
を
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。
朝
食
は
１

日
の
リ
ズ
ム
を
つ
く
り
、
体
と
脳
が
活
動

す
る
た
め
の
大
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
す
。

朝
食
を
食
べ
る
習
慣
の
な
い
人
は
食
べ
や

す
い
も
の
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

食中毒に注意しましょう
　温度が高くなり、湿気が多いこの時期は食中毒の
原因となる細菌の増殖が活発になるため、細菌によ
る食中毒が発生しやすくなります。
　食中毒を予防するためには、次の3つを守るこ
とが大切です。
①細菌をつけない
　基本は手洗いです。調理器具もしっかり洗い、
まな板と包丁は生野菜用と生肉用とで使い分けま
しょう。それが無理な場合は、洗浄や消毒を徹底
し、まず生野菜、次に生肉の順に切りましょう。
②細菌をふやさない
　一般的に食中毒菌は室温状態の時、急速に増殖
します。冷蔵庫で保存しなければならない食品は、
買ったらすぐに冷蔵庫へ入れましょう。調理済み
の食品の作り置きも、冷ましたら、すぐに冷蔵庫
へ入れましょう。
③細菌をやっつける
　加熱して調理する食品は、中心部が75℃で1分
以上、充分加熱しましょう（ノロウイ
ルスは85 ～ 90℃で90秒間以上の加
熱が必要）。
　衛生面に十分注意して、安全で健康
的な食事を作りましょう。

＋ ＋

＋ ＋

　
市
で
は
、「
第
２
次
健
康
ま
つ
ば
ら
21
」
を

策
定
し
ま
し
た
（
広
報
ま
つ
ば
ら
５
月
号
特

集
参
照
）。

　
こ
の
計
画
は
市
民
一
人
ひ
と
り
が
健
康
に

つ
い
て
の
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
主
体
的
に

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
健

康
寿
命
の
延
伸
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　
そ
の
実
現
の
た
め
に
、「
栄
養
」「
運
動
」「
休

養
、
こ
こ
ろ
の
健
康
」「
歯
の
健
康
」「
た
ば
こ
」「
ア
ル
コ
ー
ル
」「
健
康
管
理
」
の
７

つ
の
分
野
か
ら
健
康
づ
く
り
の
豆
知
識
を
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。
健
康
づ
く
り
の
主
役

は
市
民
の
皆
さ
ん
で
す
。
で
き
る
こ
と
か
ら
一
つ
ひ
と
つ
取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

朝から野菜も
食べてね！

◀
健
康
ま
つ
ば
ら
21
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
パ
イ
ン
ロ
ー
ズ
」

サ
ッ
カ
ー
日
本
代
表

松
原
市
も
応
援
し
ま
す
！

　
松
原
市
は
、「
日
本
サ
ッ
カ
ー
を
応
援

す
る
自
治
体
連
盟
」に
加
盟
し
、サ
ッ
カ
ー

日
本
代
表
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

　
連
盟
に
は
全
国
で
２
７
３
の
自
治
体

が
参
画
し
、「
夢
を
力
に
２
０
１
４
」
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　
「
夢
を
力
に
２
０
１
４
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
は
夢
を
言
葉
に
す
る
こ
と
で
、
選

手
・
サ
ポ
ー
タ
ー
だ
け
で
な
く
皆
さ
ん

が
気
持
ち
の
つ
な
が
り
を
持
ち
「
夢
を

力
に
変
え
て
生
き
て
い
く
す
ば
ら
し
さ
」

人に優しい図書館サービス
電子書籍の新サービスを開始

　図書館では7月から、電子書籍サービスを開始
します。
　仕事で図書館を利用できない人、身体的理由で
図書館にいくことが困難な人など、利用者がいつ
でもどこでも好む時間に利用が可能な新しいサー
ビスを開始します。
　閲覧方法などの詳細については、広報まつばら
7月号でお知らせします。
問合せ　松原図書館

「夢を力に2014」

　日本代表選手の「夢」を見にきませんか。
　夢の頂点へ！みんなで応援しょう！
　日本代表選手の写真展は、大阪府下では松原
市のみで開催します。　

●とき　　6月2日㈪～15日㈰　
　平日　午前9時～午後11時　2日は午後1時から
　土・日　 午前8時～午後10時　
●ところ　市民体育館
●問合せ　いきがい学習課　

を
日
本
中
に
広
げ
て

い
く
活
動
で
す
。

　

河
内
松
原
駅
前

お
よ
び
河
内
天
美
駅
前
大
型
ビ
ジ
ョ
ン

で
、
６
月
５
日
㈭
〜
11
日
㈬
の
間
、
日
本

代
表
選
手
の
ゴ
ー
ル
シ
ー
ン
を
放
映
し
ま

す
。
ま
た
、
Ｊ
Ｆ
Ａ
（
日
本
サ
ッ
カ
ー
協

会
）
の
特
設
サ
イ
ト
で
松
原
市
の
応
援

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
放
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　
い
き
が
い
学
習
課

▲みんなの思いを旗に記しました。

公
・
私
立
幼
稚
園
の
保
育
料
を
減
免
・
補
助
し
ま
す

就
学
援
助
費
の
申
請
を
受
付　
６
月
９
日
〜
20
日

　
幼
稚
園
児
の
保
護
者
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
に
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ

て
年
間
の
入
園
料
お
よ
び
保
育
料
の
減

免
・
補
助
を
行
い
ま
す
。

対
象　
市
内
に
在
住
し
、
公
立
・
私
立
幼

稚
園
に
通
園
す
る
満
3
歳
児
〜
5
歳
児
の

保
護
者
で
、
次
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合

※
兄
弟
・
姉
妹
な
ど
同
じ
世
帯
か
ら
幼
稚

園
に
通
園
し
て
い
る
場
合
は
、
園
児
の
人

数
に
よ
っ
て
補
助
額
が
変
わ
り
ま
す
。

私
立
幼
稚
園
は
市
外
の
幼
稚
園
に
通
園
し

て
い
る
場
合
も
含
み
ま
す
。

●
市
立
幼
稚
園
の
基
準　

①
生
活
保
護
な
ど
を
受
け
て
い
る
世
帯　

②
平
成
26
年
度
の
市
民
税
が
非
課
税
と
な

る
世
帯　

③
平
成
26
年
度
の
市
民
税
の
所
得
割
が
非

課
税
と
な
る
世
帯

●
私
立
幼
稚
園
の
基
準　

　
市
民
税
の
所
得
割
課
税
額
で
判
断
し
ま

す
が
、
子
ど
も
の
数
に
よ
り
、
基
準
に
な
る

課
税
額
が
変
わ
り
ま
す
。
お
お
む
ね
年
収
約

６
８
０
万
円
以
下
の
世
帯
が
対
象
で
す
。
同

じ
世
帯
で
2
人
以
上
に
所
得
が
あ
る
場
合

は
、
世
帯
の
合
計
額
で
算
定
し
ま
す
。

申
込
み　
6
月
初
旬
に
各
幼
稚
園
を
通
じ

て
申
請
書
類「
保
育
料
減
免
に
関
す
る
調

書
」
な
ど
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
案
内
チ

　
就
学
援
助
は
、
市
立
の
小
・
中
学
校
に

就
学
す
る
う
え
で
、
経
済
的
な
理
由
に
よ

り
子
ど
も
を
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な

家
庭
に
対
し
、学
用
品
費
、学
校
給
食
費
、

修
学
旅
行
費
な
ど
を
援
助
す
る
こ
と
で
、

す
べ
て
の
児
童
生
徒
が
義
務
教
育
を
円
滑

に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
制
度
で
す
。

制
度
の
趣
旨
を
よ
く
ご
理
解
い
た
だ
き
援

助
を
希
望
さ
れ
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
支
給
さ
れ
る
援
助
費
は
、
子

ど
も
た
ち
の
学
校
教
育
の
た
め
に
お
使
い

く
だ
さ
い
。

　
前
年
度
の
収
入
な
ど
に
基
づ
い
て
審
査

を
し
ま
す
。
必
ず
市
民
税
の
申
告
を
済
ま

せ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み･

問
合
せ　

６
月
９
日
㈪
〜
20
日

㈮
に
、
教
職
員
課
、
ま
た
は
各
小
学
校
・

中
学
校
へ
。

ラ
シ
を
参
照
し
、
課
税
証
明
書
な
ど
を
添

付
の
う
え
、
期
日
ま
で
に
各
幼
稚
園
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
幼
稚
園
に
通
園
し
て

い
て
、
申
請
書
類
が
届
か
な
い
人
は
、
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
教
職
員
課

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550　
松原図書館　☎334－8060　教職員課　☎337－3132　

日本代表選手の写真展を開催！

おにぎり

食パン
牛乳 みかん

目玉焼き トマト

「食事バランスガイド」HPアドレス
http://www.maff .go.jp/j/balance_guide/

食事バランスガイド
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直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550

消防本部予防課　☎332－3304
直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550

　６月は  環境月間です
節
電
に
ご
理
解
・

　
　
　
　
　
ご
協
力
を

　　
電
力
需
要
が
増
大
す
る
こ
れ

か
ら
の
夏
場
の
時
期
、
市
で
は
、

節
電
対
策
「
節
電
ア
ク
シ
ョ
ン

ま
つ
ば
ら
」
に
よ
り
市
役
所
庁

舎
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
節
電
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

「
夏
の
エ
コ
ス
タ
イ
ル
・

ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
」
に

ご
理
解
を

　　
10
月
末
日
ま
で
市
役
所
職
員

の
「
夏
の
エ
コ
ス
タ
イ
ル
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
市
役
所
の
弱
冷
房

な
ど
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
し
、

二
酸
化
炭
素
排
出
量
を
低
減
す

る
こ
と
で
地
球
温
暖
化
防
止
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
勤
務
時

に
お
け
る
服
装
を
軽
装
・
ノ
ー

ネ
ク
タ
イ
と
す
る
も
の
で
す
。

　
昨
年
に
引
き
続
き
期
間
を
拡

大
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
市

民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

空
き
地
の
適
正
管
理
を

お
願
い
し
ま
す　

　　
市
で
は
、
キ
リ
ン
草
な
ど
の

雑
草
の
花
粉
な
ど
に
よ
る
健
康

阻
害
を
防
止
す
る
目
的
で
、「
空

地
の
キ
リ
ン
草
等
の
除
去
に
関

す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、
空
き

地
の
適
切
な
管
理
を
所
有
者
に

義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　
空
き
地
な
ど
は
、
適
切
な
管

理
を
行
わ
な
い
と
雑
草
な
ど
が

繁
茂
し
、
花
粉
に
よ
る
ア
レ
ル

ギ
ー
の
原
因
と
な
る
恐
れ
が
あ

る
だ
け
で
な
く
、
毛
虫
や
カ
メ

ム
シ
な
ど
、
害
虫
の
発
生
原
因

と
な
っ
た
り
、
ま
た
、
ご
み
の

不
法
投
棄
の
要
因
と
な
る
な
ど

生
活
環
境
の
悪
化
を
招
き
ま
す
。

　
生
活
環
境
を
損
な
わ
な
い
た

め
に
も
所
有
者（
管
理
者
）
は
、

適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問合せ　環境予防課

　
調
査
結
果
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
お

よ
び
有
害
大
気
汚
染
物
質
と
も
に
す
べ

て
の
地
点
で
環
境
基
準
を
下
回
っ
て
い

ま
し
た
。
市
で
は
、
今
後
も
継
続
し
て

調
査
を
実
施
し
、
大
阪
府
と
協
力
し
な

が
ら
対
応
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど
の
発
生
を
抑

え
る
た
め
、
使
い
捨
て
の
製
品
を
使
わ

な
い
な
ど
、
身
近
な
取
り
組
み
が
重
要

で
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
環
境
予
防
課

　
国
で
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
る

健
康
へ
の
影
響
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置

法
に
基
づ
き
、
大
気
・
土
壌
・
水
質
に

そ
れ
ぞ
れ
環
境
基
準
を
設
け
る
と
と
も

に
工
場
・
事
業
所
な
ど
の
規
制
に
も
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
市
内
数
カ
所
の
測
定
地
点

に
お
い
て
、
平
成
25
年
度
も
こ
れ
ら
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
類
の
調
査
に
加
え
、
有
害

大
気
汚
染
物
質（
ベ
ン
ゼ
ン
な
ど
）に
つ

い
て
も
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま

す（
左
表
）。

※ピコグラム（pg）　
一兆分の1グラムを表す単位。例えば東京ドームに相当す
る入れ物に水を満たし、角砂糖１個（１グラム）を溶かし、
その水1ccに含まれる砂糖が約1ピコグラムになります。

種別　　 　   調査地点　　　    

老人福祉センター 
天美ポンプ場
三宅公民館
松原市役所

老人福祉
センター 

天美
ポンプ場 

阿保公園
三宅南児童遊園
天美駅前公園
天美北3丁目児童遊園

西除川(流末市境界)
今井戸川(流末市境界)

8.9
3.5
16
19

0.11 
0.16

年平均

0.026
0.058
0.070
0.038

ベンゼン

1.21

1.30

1000
pg-
TEQ/g
以下

大
気

土　
壌

水　
質

有
害
大
気
汚
染
物
質

▼ダイオキシン類などの調査結果
測定
結果

環境
基準

0.6pg-
TEQ/㎥
以下

1.0pg-
TEQ/ℓ以
下

3μg/㎥
以下

　６月は  危険物安全月間です
　あなたは身の回りにある危険物を知っていますか。
　危険物という言葉の印象から特殊な用途だけに利用されている
と思いがちですが身の周りにあるマッチ（マッチ箱）、マニキュア、
ペンキ、花火、医薬品、漂白剤、レジャー用着火剤、ガソリンス
タンド（給油取扱所）にあるガソリン、灯油、軽油などが危険物
となります。
　このように家庭内においても危険物を含んでいる日用品が多く
使用されています。危険物の含まれている成分や割合によって危
険度は異なってきますがこれらのものを火気に近づけることは火
災の原因となります。
　
安全に危険物を取り扱う為にも次のことに注意しましょう
◇子どもの手の届くところにおかない。
◇ふたは確実にしめる。
◇高温になる場所におかない。
◇定期的に換気する。
◇使用中は火気厳禁！

●ガソリンは火気や静電気により容易に火災に至る
危険性があります。

●揮発しやすく、その蒸気は空気より約3～ 4倍重い
ので滞留しやすく可燃性ガスが広範囲に拡大しやす
いです。
●直射日光やストーブの近くなど、高温となる場所
に置かないようにしましょう。
●必ず消防法令により定められた金属製容器を使用
しましょう。

●取り扱う時は、火気から離れた直射日光の当たら
ない通気性のよい場所で消火器を備えましょう。

●ガソリン容器のフタを開ける前には、圧力調整弁
を開き「こぼれ・あふれ」がないよう細心の注意をし
ましょう。
●セルフ式ガソリンスタンドでは、利用客が自分で
ガソリンや軽油を携行缶などの容器に入れることは
できません。
●消防法令により、合計40リットル以上のガソリン
または合計200リットル以上の軽油を保管する場合
は、建物の大幅な改修が必要となります。
●余ったガソリンや灯油を下水などに流すと火災や
土壌汚染の原因となるのでガソリンスタンドなどで
処分を依頼しましょう。

※セルフ式ガソリンスタンドを安全に利用しよう！
①エンジンOFF　　　　　　　　　
②油種の確認
③静電気除去シートにタッチ　　 　
④正しい操作で給油しよう
⑤注ぎ足し給油をしない！　　　　 
⑥給油口キャップの置き忘れに注意！

ガソリンの取り扱い注意！

問合せ　消防本部予防課

火気厳禁！

このマークが
目印

主な危険物

マッチ

マッチ箱

漂白剤

灯油

花火

医薬品

マニキュアペンキ
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スリー★ま

つ
ば

ら★
SC★マ

ン
スリー★ま
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SC マンスリー まつばら

「
Ｓ
Ｃ
マ
ン
ス
リ
ー
ま
つ
ば
ら
」は
、世
界
基
準
の
安
心・

安
全
な
ま
ち
づ
く
り 

セ
ー
フ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い

て
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
連
載
コ
ー
ナ
ー
で
す
。　

▼
問
合
せ
　
市
民
協
働
課

す
。
仕
事
帰
り
の
女
性
や
、
部
活
動
・
塾

帰
り
の
子
ど
も
を
狙
う
痴
漢
や
ひ
っ
た
く

り
な
ど
の
犯
罪
を
遠
ざ
け
る
こ
と
が
で

き
、
加
え
て
、
自
宅
へ
の
侵
入
盗
防
止
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
点
灯
時
間
は
、「
就
寝

ま
で
」や「
夜
通
し
」な
ど
、
皆
さ
ん
の
ご

協
力
い
た
だ
け
る
範
囲
で
結
構
で
す
。
犯

罪
者
は
見
ら
れ
る
こ
と
を
最
も
嫌
い
ま

す
。
一
つ
一
つ
の
灯
り
は
小
さ
な
も
の
で

も
、
多
く
の
灯
り
が
集
ま
れ
ば
ま
ち
全
体

を
明
る
く
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

地
域
み
ん
な
で
取
り
組
み
、
犯
罪
を
さ
せ

な
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

自
転
車
か
ら
ち
ょ
っ
と
離
れ
る
と

き
で
も
必
ず
施
錠
し
ま
し
ょ
う

　
街
頭
犯
罪
の
中
で
も
特
に
多
い
の
が
、

自
転
車
盗
で
す
。
松
原
市
で
は
、
主
に
河

内
松
原
駅
前
と
河
内
天
美
駅
前
で
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
警
察
統
計（
平
成
25
年
）

に
よ
る
と
、
大
阪
府
で
発
生
し
た
自
転
車

盗
の
約
半
数
が
無
施
錠
で
す
。
市
内
４
つ

の
駅
前
で
は
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
、

犯
罪
の
抑
止
に
努
め
て
い
ま
す
が
、
皆
さ

ん
が
日
ご
ろ
か
ら
、
施
錠
す
る
習
慣
を
つ

け
る
だ
け
で
さ
ら
に
多
く
の
自
転
車
盗
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
銀
行
な
ど
に

ち
ょ
っ
と
し
た
用
事
で
、
自
転
車
か
ら
離

れ
る
と
き
で
も
、
必
ず
施
錠
し
、
自
転
車

盗
被
害
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

家
庭
の
灯
り
か
ら
明
る
く

　
　
　
　
　
　
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

大
阪
府
の
街
頭
犯
罪
件
数
は

「
全
国
ワ
ー
ス
ト
１
」

　
大
阪
府
に
お
け
る
平
成
25
年
中
の
街
頭

犯
罪
件
数（
ひ
っ
た
く
り
・
路
上
強
盗
・

車
上
ね
ら
い
・
部
品
ね
ら
い
・
自
動
車
盗
・

オ
ー
ト
バ
イ
盗
・
自
転
車
盗
）
は
、『
全
国

ワ
ー
ス
ト
１
』。

　
一
方
、
松
原
市
の
街
頭
犯
罪
件
数
も
人

口
10
万
人
あ
た
り
で
比
べ
る
と
、
大
阪
府

と
同
程
度
で
推
移
し
て
い
ま
す
。

一
戸
一
灯
運
動
を
推
進
し
ま
す

　　
犯
罪
の
防
止
対
策
委
員
会
で
は
、
そ
の

よ
う
な
犯
罪
情
勢
の
中
、
デ
ー
タ
分
析
の

結
果
か
ら
、
犯
罪
が
夜
間
に
集
中
し
て
発

生
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
ち
を

明
る
く
し
て
犯
罪
を
さ
せ
な
い
環
境
を

つ
く
っ
て
い
こ
う
と
一
戸
一
灯（
い
っ
こ

い
っ
と
う
）運
動
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
一
戸
一
灯
運
動
と
は
、
夜
間
に
各
家
庭

の
門
灯
や
玄
関
灯
を
点
灯
し
て
、
住
宅
街

の
暗
が
り
を
な
く
そ
う
と
い
う
運
動
で

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550　
市民協働課　☎337－3103　

1カ月間の電気料金（点灯時間は1日あたり）

4時間点灯

使用電力20W
使用料 料金

2.4kW 66 円

6時間点灯 3.6kW 99 円

8時間点灯 4.8kW 131 円

10時間点灯 6kW 164 円

点灯時間

従量電灯Ａ第２段料金（27.27円／ｋｗｈ）で計算し
た場合（平成26年5月1日現在）

　　   電気代が心配？
　一般的な20Wの蛍光灯1個を1カ
月間1日10時間点灯させて、電気料
金は1カ月で164円ほど（下表参照）
です。節電を推進することは重要で
すが、一戸一灯運動による門灯など
の点灯は自らの生命財産にかかる生
活安全のため必要なものとして、こ
れを推進していくものです。

■自転車盗被害を防ぐために自己対策の徹底を■
　
●短時間であっても、自転車から離れるときは鍵をかけま
　しょう！
●シリンダー錠など丈夫な鍵をつけましょう！
●ワイヤー錠などで二重ロックをしましょう！
●路上駐輪はやめ、駐輪場などに停めましょう！
　（駐輪場でも必ず鍵を掛けましょう！）
●防犯登録をしましょう！

▼シリンダー錠
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